
①利用希望の問い合わせ 

利用許諾申請のながれ（フロー図） 

【申請窓口】 

高知県立美術館 

石元泰博フォトセンター 

【申請者】 【著作権者】 

高知県 

使用内容を伺います 

・何のために（利用目的） 

・いつ（期限） 

・誰が（利用者） 

・どこで（展覧会開催地や出版地） 

・どう（著書、webへ掲載等）など 
②申請書の作成 

※高知県立美術館より画像提供を
ご希望の場合は、別途お申込みが必
要ですので、石元泰博フォトセンター
にお問い合わせください。 

許諾書の発行 許諾書の送付 ⑤著作物の利用開始 

③申請書の提出 
※補足資料として企画書や、写
真作品の利用イメージが分かる
もの（カンプなど）を添付くだ
さい 

受付 

④納入通知書による 
著作権使用料納付 

受付 

入金確認 

⑥制作物の完成 

⑦制作物の提出 
※提出部数は高知県立
美術館より連絡します。 

制作物の受け取り 

※許諾条件に違反した場合など、
許諾を取り消す場合があります ・イメージの改変、文字のせ、ト

リミングはご遠慮ください 
・「Ⓒ高知県，石元泰博フォトセ
ンター」のクレジットを明記して
ください 

納入通知書 
の発行 

※利用目的によっては不許諾 
になる場合があります 


